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平
成
24
年
6
月
27
日
、
「
国
有
林
野
の

有
す
る
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
を
図
る

た
め
の
国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る

法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
が
公

布
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
そ
の
概
要
を
紹
介

し
ま
す
。

国
有
林
野
事
業
は
、
こ
れ
ま
で
、
奥
地

の
水
源
地
域
な
ど
に
多
く
所
在
す
る
国
有

林
野
に
つ
い
て
、
そ
の
公
益
的
機
能
の
維

持
増
進
を
基
本
と
し
つ
つ
、
特
別
会
計
に

よ
り
企
業
的
に
運
営
し
て
き
ま
し
た
。

一
方
、
我
が
国
森
林
・
林
業
の
状
況
を

見
る
と
、
国
有
林
及
び
民
有
林
を
通
じ
た

森
林
の
公
益
的
機
能
の
発
揮
が
強
く
期
待

さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
地
域
に
よ
っ
て

は
、
国
有
林
に
隣
接
す
る
民
有
林
に
お
い

て
十
分
な
整
備
や
保
全
が
行
わ
れ
て
い
な

い
状
況
も
み
ら
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
国
有
林

野
事
業
に
つ
い
て
、
国
有
林
と
民
有
林
の

一
体
的
な
整
備
及
び
保
全
を
図
る
た
め
の

仕
組
み
を
創
設
す
る
と
と
も
に
、
特
別
会

計
に
よ
り
企
業
的
に
運
営
す
る
事
業
か
ら
、

一
般
会
計
で
実
施
す
る
事
業
に
見
直
す
こ

と
と
し
ま
し
た
。

１
．
国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関

す
る
法
律
の
一
部
改
正

（
１
）
管
理
経
営
基
本
計
画
等
の
見
直
し

①

農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
「
管

理
経
営
基
本
計
画
」
及
び
森
林
管

理
局
長
が
定
め
る
「
地
域
管
理
経

営
計
画
」
の
計
画
事
項
に
、
「
国

有
林
野
と
一
体
と
し
て
整
備
及
び

保
全
を
行
う
こ
と
が
相
当
と
認
め

ら
れ
る
民
有
林
野
の
整
備
及
び
保

全
に
関
す
る
事
項
」
を
追
加
す
る
。

②

管
理
経
営
基
本
計
画
等
は
、
森

林
に
お
け
る
生
物
多
様
性
の
保
全
、

国
民
の
需
要
に
即
し
た
林
産
物
の

供
給
、
効
率
的
か
つ
安
定
的
な
林

業
経
営
を
担
う
べ
き
人
材
の
育
成

及
び
確
保
そ
の
他
国
有
林
野
事
業

及
び
民
有
林
野
に
係
る
施
策
の
一

体
的
な
推
進
に
配
慮
し
て
定
め
る

も
の
と
す
る
。

③

森
林
管
理
局
長
は
、
国
有
林
野

事
業
及
び
民
有
林
野
に
係
る
施
策

の
一
体
的
な
推
進
の
た
め
必
要
と

認
め
る
と
き
は
、
地
方
公
共
団
体

の
長
に
必
要
な
協
力
を
要
請
で
き

る
も
の
と
す
る
。

（
２
）
分
収
林
制
度
の
見
直
し

国
以
外
の
者
と
国
有
林
野
の
育
林
等
の

費
用
を
分
担
し
、
将
来
収
益
を
分
配
す
る

仕
組
み
で
あ
る
分
収
造
林
契
約
及
び
分
収

育
林
契
約
の
存
続
期
間
（
80
年
及
び
60
年
）

に
つ
い
て
、
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
を

図
る
た
め
長
伐
期
施
業
を
行
う
こ
と
が
適

当
と
農
林
水
産
大
臣
が
認
め
る
と
き
は
、

そ
れ
ぞ
れ
、
一
回
ご
と
に
80
年
又
は
60
年

を
超
え
な
い
範
囲
で
延
長
で
き
る
も
の
と

す
る
。

（
３
）
共
用
林
野
制
度
の
見
直
し

地
域
住
民
に
国
有
林
野
の
使
用
を
認
め

る
共
用
林
野
制
度
に
つ
い
て
、
バ
イ
オ
マ

ス
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
を
推
進
す
る
た
め
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
共
同
の
利
用
に
供

す
る
た
め
の
林
産
物
の
採
取
が
で
き
る
よ

う
に
す
る
。

２
．
森
林
法
の
一
部
改
正

（
１
）
森
林
管
理
局
長
は
、
国
有
林
の
有

す
る
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
を
図
る

た
め
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
国
有
林

と
一
体
と
し
て
整
備
及
び
保
全
を
行
う

こ
と
が
相
当
と
認
め
ら
れ
る
民
有
林
の

森
林
所
有
者
と
協
定
（
公
益
的
機
能
維

持
増
進
協
定
）
を
締
結
し
て
、
当
該
協

定
に
係
る
森
林
の
整
備
及
び
保
全
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）
協
定
の
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
基

準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
と
す
る
。

①

国
有
林
の
有
す
る
公
益
的
機
能

の
維
持
増
進
を
図
る
た
め
に
有
効

か
つ
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

②

民
有
林
の
有
す
る
公
益
的
機
能

の
維
持
増
進
に
寄
与
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

③

森
林
の
利
用
を
不
当
に
制
限
す

る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

④

協
定
区
域
内
又
は
協
定
区
域
に

近
接
す
る
民
有
林
に
お
い
て
都
道

府
県
が
行
う
治
山
事
業
の
実
施
に

関
す
る
計
画
と
の
整
合
性
に
配
慮

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑤

協
定
の
有
効
期
間
、
協
定
に
違

反
し
た
場
合
の
措
置
等
の
協
定
記
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『
国
有
林
野
事
業
の
一
般
会
計
化
に
つ
い
て
』

～
国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
等
の
改
正
の
概
要
～
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載
事
項
に
つ
い
て
農
林
水
産
省
令

で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

（
３
）
協
定
は
、
協
定
締
結
の
公
告
後
に

当
該
協
定
の
対
象
で
あ
る
民
有
林
の
森

林
所
有
者
等
と
な
っ
た
者
に
対
し
て
も

そ
の
効
力
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
協
定
に
基
づ
い
て
森
林
所
有

者
等
が
行
う
立
木
の
伐
採
に
つ
い
て
、

市
町
村
長
へ
の
届
け
出
を
不
要
と
す
る
。

（
４
）
協
定
案
の
公
告
・
縦
覧
そ
の
他
協

定
の
締
結
手
続
に
つ
い
て
定
め
る
。

３
．
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の

一
部
改
正

（
１
）
国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
を
廃
止

し
、
国
有
林
野
事
業
は
一
般
会
計
に
お

い
て
実
施
す
る
。

（
２
）
現
行
特
別
会
計
の
既
存
債
務
に
つ

い
て
は
、
林
産
物
収
入
等
で
返
済
し
、

新
た
な
国
民
負
担
は
生
じ
さ
せ
な
い
こ

と
と
し
、
そ
の
処
理
を
経
理
す
る
た
め

の
暫
定
的
な
特
別
会
計
を
設
置
す
る
。

４
．
特
定
独
立
行
政
法
人
等
の
労

働
関
係
に
関
す
る
法
律
の
一
部

改
正国

有
林
野
事
業
が
国
営
企
業
で
な
く

な
る
こ
と
か
ら
、
国
有
林
野
事
業
職
員

に
つ
い
て
、
労
働
関
係
に
関
す
る
特
例

を
廃
止
す
る
。

５
．
国
有
林
野
事
業
を
行
う
国
の

経
営
す
る
企
業
に
勤
務
す
る
職

員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
例
法

及
び
国
有
林
野
事
業
の
改
革
の

た
め
の
特
別
措
置
法
の
廃
止

４
と
同
様
に
、
国
有
林
野
事
業
職
員

に
つ
い
て
、
給
与
等
に
関
す
る
特
例
を

廃
止
す
る
と
と
も
に
、
国
有
林
野
事
業

特
別
会
計
の
廃
止
に
伴
い
、
国
有
林
野

事
業
の
改
革
の
た
め
の
特
別
措
置
法
を

廃
止
す
る
。
た
だ
し
、
債
務
の
償
還
期

限
及
び
国
会
報
告
に
関
す
る
規
定
に
つ

い
て
は
、
な
お
効
力
を
有
す
る
も
の
と

す
る
。

６
．
そ
の
他
の
法
律
の
改
正

そ
の
他
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
用
の

改
正
を
行
う
。

７
．
施
行
期
日
等

（
１
）
こ
の
法
律
は
、
平
成
25
年
4
月
1

日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
１
（
１
）

の
管
理
経
営
計
画
に
関
す
る
事
項
に
つ

い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
２
）
農
林
水
産
大
臣
は
平
成
24
年
12
月

31
日
ま
で
に
、
森
林
管
理
局
長
は
平
成

25
年
3
月
31
日
ま
で
に
、
現
行
の
管
理

経
営
基
本
計
画
及
び
地
域
管
理
経
営
計

画
を
変
更
す
る
も
の
と
す
る
。
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１
．
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
小
笠
原

諸
島
の
生
物
多
様
性
の
価
値

小
笠
原
諸
島
は
太
平
洋
に
浮
か
ぶ
海
洋

島
で
す
。
島
々
が
成
立
し
て
か
ら
現
在
ま

で
、
一
度
も
他
の
陸
地
と
つ
な
が
っ
た
こ

と
が
な
い
た
め
、
独
自
の
進
化
を
遂
げ
た

生
物
多
様
性
の
縮
図
を
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

小
笠
原
諸
島
は
、
２
０
１
１
年
6
月
、

第
35
回
世
界
遺
産
委
員
の
決
議
に
お
い
て
、

世
界
自
然
遺
産
へ
の
登
録
が
決
定
さ
れ
ま

し
た
。
世
界
遺
産
委
員
会
で
は
、
進
化
の

過
程
の
貴
重
な
証
拠
を
提
供
し
て
い
る
小

笠
原
諸
島
の
生
物
多
様
性
の
価
値
と
、
そ

の
保
全
に
参
画
す
る
地
域
住
民
の
活
動
の

レ
ベ
ル
の
高
さ
を
強
く
評
価
し
て
い
ま
す
。

２
．
小
笠
原
諸
島
の
外
来
生
物

海
洋
島
の
生
物
相
は
、
外
来
生
物
の
侵

入
に
対
し
て
非
常
に
脆
弱
で
す
。
小
笠
原

諸
島
に
人
が
移
住
す
る
よ
う
に
な
っ
た
江

戸
時
代
以
降
、
様
々
な
外
来
生
物
が
意
図

的
又
は
非
意
図
的
に
、
島
に
持
ち
込
ま
れ

ま
し
た
。
そ
の
中
で
も
、
野
生
化
し
た
ヤ

ギ
に
よ
る
植
生
の
破
壊
、
ノ
ネ
コ
に
よ
る

ア
カ
ガ
シ
ラ
カ
ラ
ス
バ
ト
や
オ
ガ
サ
ワ
ラ

オ
オ
コ
ウ
モ
リ
等
の
固
有
の
動
物
の
補
食
、

ネ
ズ
ミ
類
に
よ
る
海
鳥
・
陸
産
貝
類
・
植

生
等
へ
の
影
響
、
グ
リ
ー
ン
ア
ノ
ー
ル
の

捕
食
に
よ
る
昆
虫
相
の
破
壊
、
貝
食
性
の

プ
ラ
ナ
リ
ア
類
に
よ
る
固
有
の
カ
タ
ツ
ム

リ
の
激
減
、
ア
カ
ギ
や
モ
ク
マ
オ
ウ
と
い
っ

た
外
来
植
物
に
よ
る
在
来
植
物
の
被
圧
等
、

侵
略
的
外
来
生
物
に
よ
る
小
笠
原
の
生
物

多
様
性
に
対
す
る
深
刻
な
影
響
が
生
じ
て

い
ま
す
。

３
．
外
来
生
物
対
策
の
考
え
方

小
笠
原
諸
島
に
お
け
る
外
来
生
物
対
策

は
、
島
別
・
種
別
の
状
況
に
応
じ
た
、
緻

密
な
事
業
展
開
が
必
要
で
す
。
そ
こ
で
、

小
笠
原
諸
島
で
は
、
国
、
東
京
都
、
小
笠

原
村
と
い
っ
た
行
政
機
関
、
地
域
の
Ｎ
Ｐ

Ｏ
、
本
土
側
の
多
く
の
団
体
が
互
い
に
協

力
し
、
多
面
的
な
事
業
が
実
施
さ
れ
て
い

ま
す
。

環
境
省
で
は
、
銃
器
等
に
よ
る
ノ
ヤ
ギ

の
駆
除
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
か
ら
の
毒
餌
の

空
中
散
布
に
よ
る
ネ
ズ
ミ
の
駆
除
、
ノ
ネ

コ
の
捕
獲
・
島
外
へ
の
搬
出
、
グ
リ
ー
ン

ア
ノ
ー
ル
の
拡
散
防
止
、
プ
ラ
ナ
リ
ア
類

の
侵
入
・
拡
散
防
止
、
外
来
植
物
の
枯
殺

等
を
行
っ
て
い
ま
す
。

外
来
生
物
対
策
は
、
既
に
侵
入
し
た
外
来

生
物
を
排
除
す
る
他
、
ま
だ
外
来
生
物
が

侵
入
し
て
い
な
い
地
域
へ
の
拡
散
の
防
止

が
重
要
で
す
。

そ
の
た
め
、
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
営
む

方
々
の
理
解
・
協
力
を
得
な
が
ら
、
属
島

や
山
林
の
利
用
者
の
靴
底
の
泥
落
と
し
、

船
や
カ
ヤ
ッ
ク
に
ア
ノ
ー
ル
や
プ
ラ
ナ
リ

ア
の
付
着
が
な
い
こ
と
の
確
認
の
徹
底
を

図
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
ま
た
、
通
常
、

人
が
訪
れ
な
い
無
人
島
で
も
、
事
業
・
研

究
の
た
め
に
事
業
者
・
研
究
者
等
が
上
陸

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
事

業
者
・
研
究
者
等
の
所
持
品
へ
対
応
も
重

要
で
す
。

４
．
今
後
の
外
来
生
物
対
策
の
課
題

人
々
が
暮
ら
す
島
で
は
多
く
の
人
や
生

活
資
材
が
行
き
交
う
こ
と
か
ら
、
島
の
外

来
生
物
対
策
に
は
、
多
く
の
困
難
が
内
包

さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
外
来
生
物
対
策
の
進
捗
や
世
界

遺
産
登
録
後
の
観
光
客
の
増
加
等
に
よ
っ

て
、
小
笠
原
諸
島
の
自
然
を
取
り
巻
く
状

況
に
変
化
が
見
ら
れ
ま
す
。

父
島
や
母
島
で
は
、
ノ
ネ
コ
の
捕
獲
が

進
ん
だ
こ
と
も
あ
っ
て
、
ア
カ
ガ
シ
ラ
カ

ラ
ス
バ
ト
が
集
落
地
周
辺
に
姿
を
現
す
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
絶
滅
の
お
そ
れ
の
極

め
て
高
い
種
が
回
復
の
兆
候
を
見
せ
た
可

能
性
も
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
一
方
で
人
の

生
活
圏
と
の
接
触
に
よ
っ
て
、
車
や
猫
と

の
接
触
事
故
等
の
危
険
性
が
生
じ
て
い
る

と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

観
光
客
の
増
加
に
よ
っ
て
、
ト
レ
ッ
キ

ン
グ
な
ど
、
山
林
や
属
島
の
利
用
者
数
が

増
加
傾
向
を
見
せ
て
い
ま
す
。
ガ
イ
ド
の

方
の
案
内
で
小
笠
原
の
自
然
を
体
験
す
る

人
が
増
え
る
こ
と
は
、
小
笠
原
の
貴
重
な

自
然
を
詳
し
く
知
る
機
会
が
増
え
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

靴
底
な
ど
に
つ
い
た
泥
を
通
じ
て
、
プ
ラ

ナ
リ
ア
等
の
恐
ろ
し
い
外
来
生
物
を
意
図

せ
ず
に
拡
散
さ
せ
て
し
ま
う
リ
ス
ク
も
増

え
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

小
笠
原
諸
島
に
お
け
る
外
来
生
物
対
策

は
急
を
要
し
、
か
つ
、
息
の
長
い
対
策
が

必
要
で
す
。
島
の
生
物
多
様
性
を
次
の
世

代
ま
で
引
き
継
ぐ
た
め
、
更
な
る
努
力
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

平成２４年９月３日 関 東 森 林 管 理 局 第 １０２号（４）

オガサワラビロウ、アカテツ等

が優先する乾性低木林

固有種キノボリカタマイ

マイ。プラナリアによって

健全な生息地が失われた。

道路脇に出現した

アカガシラカラスバト

小
笠
原
諸
島
に
お
け
る
外
来
種
対
策
（
第
２
回
）

環
境
省
の
外
来
生
物
対
策
の
近
況

環
境
省
小
笠
原
自
然
保
護
官
事
務
所

澤

邦
之



大
井
川
治
山
セ
ン
タ
ー
と
榛
原
川
地
区

治
山
協
議
会
で
は
、
８
月
３
日
（
金
）
に

小
中
学
生
を
対
象
と
し
た
恒
例
の
治
山
教

室
を
静
岡
県
川
根
本
町
の
榛
原
川
地
区
で

開
催
し
ま
し
た
。
地
元
川
根
本
町
を
は
じ

め
島
田
市
や
藤
枝
市
等
、
大
井
川
の
流
域

か
ら
中
学
生
１
名
、
小
学
生
15
名
の
計
16

名
が
参
加
し
ま
し
た
。

好
天
に
恵
ま
れ
た
朝
、
バ
ス
で
出
発
し

車
内
で
は
森
林
の
働
き
や
治
山
事
業
に
つ

い
て
説
明
を
し
な
が
ら
現
地
へ
と
向
か
い

ま
し
た
。

最
初
は
ゴ
ボ
ウ
薙
治
山
工
事
箇
所
の
見

学
で
す
。
着
手
前
の
写
真
と
復
旧
途
上
の

現
況
及
び
完
成
予
想
図
の
説
明
に
興
味
深

く
聞
き
入
っ
て
い
ま
し
た
。

続
い
て
光
波
測
距
儀
を
使
用
し
て
の
測

量
体
験
で
す
。
２
班
に
分
か
れ
て
距
離
の

測
定
を
体
験
し
た
後
、
測
点
を
示
し
て
目

測
で
距
離
を
当
て
る
ク
イ
ズ
を
実
施
し
ま

し
た
。
成
績
優
秀
者
に
は
賞
品
が
あ
る
と

告
げ
る
と
子
供
た
ち
の
表
情
が
一
変
し
、

真
剣
に
答
え
を
記
入
し
て
い
ま
し
た
。
そ

の
後
、
光
波
で
測
定
し
実
測
値
を
発
表
し
、

成
績
優
秀
者
の
発
表
は
後
の
お
楽
し
み
と

い
う
こ
と
で
、
次
に
移
動
し
ま
し
た
。

休
憩
を
挟
ん
で
、
次
は
立
木
調
査
体
験

で
す
。
輪
尺
、
測
桿
、
バ
ー
テ
ッ
ク
ス
等

の
使
い
方
を
教
え
て
、
胸
高
直
径
や
樹
高

の
測
定
を
行
い
ま
し
た
。
こ
こ
で
も
樹
高

の
目
測
ク
イ
ズ
を
実
施
し
ま
し
た
。
「
こ

れ
も
賞
品
が
あ
る
よ
ね
」
と
念
押
し
し
つ

つ
子
供
た
ち
は
真
剣
な
表
情
で
樹
高
を
測

定
し
て
い
ま
し
た
。

昼
食
休
憩
の
後
は
、
榛
原
川
地
区
最
大

の
崩
壊
地
で
あ
る
ホ
ー
キ
薙
治
山
工
事
箇

所
に
向
か
い
ま
し
た
。
現
地
で
は
日
頃
、

目
に
す
る
こ
と
の
な
い
迫
力
あ
る
工
事
施

工
地
に
感
嘆
の
声
が
あ
が
り
ま
し
た
。

そ
し
て
い
よ
い
よ
子
供
た
ち
が
楽
し
み

に
し
て
い
た
重
機
の
搭
乗
体
験
で
す
。
大

小
３
台
の
バ
ッ
ク
ホ
ウ
の
操
縦
席
に
３
班

に
分
か
れ
た
子
供
た
ち
が
か
け
あ
が
り
ま

し
た
。
一
人
１
回
４
分
で
交
代
、
全
員
が

３
台
す
べ
て
を
操
縦
す
る
こ
と
に
な
り
、

予
定
し
た
時
間
は
瞬
く
間
に
終
了
で
す
。

子
供
た
ち
の
ブ
ー
イ
ン
グ
を
抑
え
て
閉
会

式
へ
と
進
め
ま
し
た
。

閉
会
式
の
後
半
で
ク
イ
ズ
の
成
績
優
秀

者
を
表
彰
し
ま
し
た
。
賞
品
は
ミ
ヤ
マ
ク

ワ
ガ
タ
と
手
作
り
の
木
製
ボ
ー
ル
ペ
ン
セ
ッ

ト
で
す
。
参
加
者
全
員
へ
の
お
土
産
は
カ

ブ
ト
ム
シ
や
コ
ク
ワ
ガ
タ
で
す
。
最
後
に

ふ
た
た
び
子
供
た
ち
の
目
が
輝
き
ま
し
た
。

帰
り
の
バ
ス
の
中
で
は
、
森
林
や
治
山

事
業
に
つ
い
て
の
難
し
い
質
問
も
飛
び
だ

し
、
答
え
に
窮
す
る
場
面
も
あ
り
ま
し
た

が
、
子
供
た
ち
が
想
像
以
上
に
理
解
し
て

興
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
て
、

参
加
し
た
子
供
た
ち
、
主
催
者
共
々
有
意

義
な
一
日
と
な
り
ま
し
た
。

（５）平成２４年９月３日 関 東 森 林 管 理 局 第 １０２号

夏
休
み

治
山
教
室
の
開
催
に
つ
い
て

大
井
川
治
山
セ
ン
タ
ー

測量体験

ゴボウ薙工事箇所見学

重機搭乗体験

立木調査体験



福
島
県
矢
祭
町
北
西
部
に
位
置
す
る
八

溝
山
天
然
林
は
、
貴
重
な
ブ
ナ
や
ミ
ズ
ナ

ラ
等
が
群
生
し
、
現
在
で
も
地
元
と
森
林

管
理
署
の
努
力
に
よ
り
原
生
林
的
要
素
を

保
っ
て
い
る
美
し
い
森
林
で
す
。
春
に
は

シ
ロ
ヤ
シ
オ
の
大
木
が
多
く
の
白
い
花
を

咲
か
せ
、
秋
に
は
カ
エ
デ
や
ブ
ナ
等
が
紅

葉
し
皆
が
感
嘆
の
声
を
漏
ら
し
ま
す
。
八

溝
山
天
然
林
は
こ
の
よ
う
に
四
季
折
々
の

表
情
を
見
せ
て
く
れ
る
、
昔
か
ら
地
元
の

人
々
と
深
い
つ
な
が
り
の
あ
る
森
林
で
す
。

「
八
溝
山
天
然
林
保
存
会
」
は
こ
の
貴
重

な
森
林
を
守
り
、
後
世
に
残
し
て
い
き
た

い
と
い
う
想
い
の
も
と
、
昭
和
27
年
に
結

成
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
当
時
、
木
材
は
伐

採
し
て
使
う
も
の
と
い
う
認
識
が
強
く

「
守
る
べ
き
も
の
」
と
い
う
観
点
は
希
薄

で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
ん
な
中
、
最

初
に
こ
の
天
然
林
を
守
ろ
う
と
活
動
を
始

め
た
の
が
、
当
時
の
石
井
村
の
吉
成
昌
五

郎
氏
と
高
城
村
長
の
吉
成
良
介
氏
の
二
人

で
し
た
。
活
動
開
始
直
後
か
ら
、
伐
採
や

炭
焼
き
な
ど
で
生
活
し
て
い
た
人
々
か
ら
、

反
対
の
声
が
あ
が
り
、
保
存
活
動
は
困
難

を
極
め
た
と
い
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、

二
人
は
諦
め
る
こ
と
な
く
、
自
然
保
護
の

大
切
さ
や
、
貴
重
な
森
林
を
後
世
に
残
し

て
い
く
こ
と
の
重
要
性
を
訴
え
続
け
、
永

年
を
か
け
て
皆
の
同
意
を
取
り
付
け
、
保

存
区
設
定
が
許
可
さ
れ
た
、
先
人
達
の
想

い
の
集
大
成
で
も
あ
る
の
で
す
。

保
存
会
結
成
当
時
は
、
地
元
の
ほ
ぼ
全

戸
が
保
存
会
に
加
入
し
て
お
り
、
皆
が
誘

い
合
っ
て
総
会
に
出
席
し
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
今
で
は
会
員
数
も
減
少
し
、
な

に
よ
り
当
時
を
知
る
人
が
少
な
く
な
り
ま

し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
み
る
に
つ
け
、

こ
の
ま
ま
で
は
先
人
達
の
想
い
が
失
わ
れ

て
い
く
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
思
い
も

よ
ぎ
り
ま
す
。

私
達
は
八
溝
山
天
然
林
が
守
ら
れ
て
き

た
歴
史
や
想
い
を
直
接
知
る
最
後
の
世
代

な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
貴
重
な
自

然
を
残
し
て
く
れ
た
先
人
達
の
努
力
や
想

い
を
次
の
世
代
に
引
き
継
い
で
い
き
た
い

と
考
え
た
時
、
た
だ
一
つ
だ
け
確
実
に
言

え
る
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
も
地
元
住
民
が

誘
い
合
っ
て
こ
の
素
晴
ら
し
い
自
然
と
ふ

れ
合
っ
て
い
く
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

私
達
よ
り
若
い
世
代
は
、
こ
れ
ま
で
の
歴

史
や
先
人
達
の
想
い
に
つ
い
て
、
今
は
分

か
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

こ
の
天
然
林
と
ふ
れ
合
い
続
け
て
い
く
こ

と
で
、
10
年
後
、
20
年
後
き
っ
と
こ
の
自

然
の
素
晴
ら
し
さ
を
、
歴
史
を
、
想
い
を

分
か
っ
て
く
れ
る
で
は
な
い
か
、
そ
の
よ

う
に
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。

今
年
は
八
溝
山
天
然
林
保
存
会
結
成
60

年
の
節
目
に
当
た
り
ま
す
。
こ
れ
を
機
に

私
と
し
て
も
、
こ
の
素
晴
ら
し
い
自
然
を

後
世
に
伝
え
て
い
く
た
め
の
活
動
を
よ
り

活
性
化
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
こ
れ
か
ら
先
の
遠
い
未
来
に
お
い

て
も
、
八
溝
山
天
然
林
が
今
と
変
わ
ら
ぬ

自
然
そ
の
も
の
の
姿
で
あ
り
続
け
て
く
れ

る
こ
と
を
願
い
ま
す
。

平成２４年９月３日 関 東 森 林 管 理 局 第 １０２号（６）

「

八

溝

山

に

対

す

る

思

い
」

八
溝
山
天
然
林
保
存
会

副
会
長

鈴
木

脩
平

天然の木のトンネルをくぐって

総会での一コマ

咲き誇るシロヤシオ

ブナの大木を見上げて



私の勤務する妙高森林事務所は、新潟県の最南部

の妙高市に位置し、長野県との県境付近の国有林約 1

1,500㌶を管理しています。国内有数の豪雪地帯で人

工林適地が少ないことから人工林面積は約１割程度

です。また、そのほとんどが自然公園に指定されて

います。

管内には火打山・妙高山・高妻山と 3つの百名山を

有し、登山・トレッキングの利用者が多く、また、

妙高山麓の関川上流に位置する標高約 1,300㍍～ 1,90

0㍍の山岳地帯にある笹ヶ峰ダムに隣接した区域は、

「笹ヶ峰自然休養林」（ 2,201㌶）に指定され、隣接

民有地の国民休暇村、笹ヶ峰ダム乙見湖等と一帯的

な利用を図る場所として、森林浴、ハイキングなど

体力づくりのための研修や合宿の利用が盛んで、ま

た、森林レクリエーションや自然観察会及び森林教

室の利用者も多数います。

これらの、多様な利用者が安全に利用できるよう

に、枯れ木、枯れ枝や道の崩落等を早期に発見し、

除去又は整備できるよう、パトロールに励んでいま

す。

これに加え、当署においては、７月から１０月ま

での間、週末を中心にグリーンサポートスタッフが、

利用者に安全の呼びかけや入林マナーを呼びかける

チラシを配布しながら、妙高山周辺の自然のＰＲ活

動にも積極的に取り組んでいます。

森林施業の面では、着任後、管内の多くの植栽箇

所を見て回りましたが、豪雪地帯のためか成長の思

わしくないところもあり、取り扱いが難しいところ

です。木材生産や多目的機能が十分に発揮されるよ

うな、森林づくりを目指したいと考えています。

また、当森林事務所は、自然休養林等の関係から、

地域の関係団体などとの関わりが多く、信頼関係を

築くため、要望等に迅速に対応することに心がけて

います。

国有林を現場で管理する重要な職務をしっかりと

受け止め、森林の管理や整備を第一に、国有林の窓

口として、地元の方々からの国有林に求められるニー

ズに対して、しっかりと応えていきたいと考えてい

ます。

（７）平成２４年９月３日 関 東 森 林 管 理 局 第 １０２号

秋の妙高山

不動滝

国有林のフィールドを活用した森林教室

新緑の妙高山



南湖公園は、白河市街から南方約２㌔㍍に位置し、

鏡の山・月待山、小鹿山など丘陵地に挟まれた、福

島県白河市にある日本最古の公園であり、1924年

（大正13年）12月 9日、国の史跡及び名勝に指定さ

れています。また、周囲は南湖県立自然公園に指定

されているほか、2010年（平成22年）3月25日に南

湖として農林水産省の「ため池百選」に選定されま

した。

案内板によると「名君として知られる白河藩主・

松平定信公が１８０１年、水利開発と貧困者救済を

兼ねて築造した回遊式自然庭園で、「南湖」という

名は「城の南の湖」という意味と、李白の詩句「南

湖秋水夜無煙」から命名したと伝えられています。

また、湖畔には松や吉野桜、嵐山の楓などが移植

され、士農工商の身分制度が厳しい封建時代にあっ

て"四民共楽の地"として庶民に開放。日本最古の公

園としても有名です。」とあります。

また、定信公が南湖を建設した際、特に景観が優

れた十七の名勝を定め、それぞれに和歌が添えら

れました。俗に「南湖十七景」と呼ばれ、「関の

湖」・「共楽亭」・「鏡の山」・「真萩が浦」・

「鏡の岡」・「松虫の原」・「常盤清水」・「松

風の里」・「月待山」・「月見浦」・「下根の島」・

「 み か げ の 島 」 ・ 「 千 世 の 堤 」 ・ 「 小 鹿 山 」 ・

「有明岬」・「八声村」・「千代の松原」が選ば

れています。

一周約２㌔㍍の南湖を散策する際、点在する石

碑と詠まれた景色を楽しむのもお勧めです。

公園の中に鎮座し、御祭神として松平定信（白

河楽翁）公をお祀りしている南湖

神社をはじめ、松風亭蘿月庵や共

楽亭などの茶室もあり市民の憩い

の場となっています。

白河へ来られた時は是非一度立

ち寄ってみてはいかがでしょうか。

（福島森林管理署白河支署 広報広聴連絡官 増子 誠一）

平成２４年９月３日 関 東 森 林 管 理 局 第１０２号（８）

■ 福島森林管理署白河支署 http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/sirakawa/index.html
〒961-0074 福島県白河市郭内 128-1

TEL：0248（23）3135（代表） FAX：0248（23）3137

日本庭園「翠楽苑」入口

みかげの島

千世の堤から眺める南湖
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南湖神社


